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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遠隔操作式排水栓装置において、操作部の操作
体へ加えた操作の方向を、狭い空間でもレリースワイヤ
への負担なく容易に方向変換が可能な遠隔操作式排水栓
装置を提供する。
【解決手段】排水口と、排水口を開閉する弁部材２と、
排水口の開閉を操作する操作体４を備えた操作部３と、
操作体４に加えられた操作を弁部材２に伝達するレリー
スワイヤ１１と、からなる遠隔操作式排水栓装置におい
て、操作体４の動作を、任意の直線上を往復する動作と
し、この操作体４が往復する直線とは異なる任意の方向
の直線上を往復する出力体５を備え、ラック歯７と歯車
６等を用いて、操作体４への往復の操作を出力体５への
往復の動作に変換し、レリースワイヤ１１のインナーワ
イヤ１１ｂ端部の往復の方向を、出力体５の往復の方向
と同一とし、出力体５の動作をインナーワイヤ１１ｂの
操作部３側端部に伝達することで弁部材２を動作させ、
排水口を開閉するように構成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　槽体に設けた排水口と、
該排水口を開閉する弁部材と、
排水口の開閉を操作する、使用者が操作を加える操作体を備えた操作部と、
操作体に加えられた操作を弁部材に伝達する、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可
撓性を備えたアウターチューブ、上記アウターチューブ内を摺動自在に動作する、軸方向
に剛性を、側面方向に可撓性を備え、弁部材を開閉動作させるインナーワイヤ、から構成
したレリースワイヤと、
からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作体の動作を、任意の直線上を往復する動作とし、
この操作体が往復する直線とは異なる任意の方向の直線上を往復する出力体を備え、
操作体及び出力体にそれぞれラック歯を備え、
操作体及び出力体の各ラック歯を、歯車を介して連動させることで、
操作体への往復の操作を、出力体への往復の動作に変換し、
インナーワイヤの操作部側端部の往復の方向を、出力体の往復の方向と同一とし、
出力体の動作をインナーワイヤの操作部側端部に伝達することで弁部材を動作させ、排水
口を開閉することを特徴とする、遠隔操作式排水栓装置。
【請求項２】
　槽体に設けた排水口と、
該排水口を開閉する弁部材と、
排水口の開閉を操作する、使用者が操作を加える操作体を備えた操作部と、
操作体に加えられた操作を弁部材に伝達する、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可
撓性を備えたアウターチューブ、上記アウターチューブ内を摺動自在に動作する、軸方向
に剛性を、側面方向に可撓性を備え、弁部材を開閉動作させるインナーワイヤ、から構成
したレリースワイヤと、
からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作体の動作を、任意の直線上を往復する動作とし、
この操作体が往復する直線とは異なる任意の方向の直線上を往復する出力体を備え、
操作体及び出力体のそれぞれに回動自在に軸着されるヒンジを設けたヒンジ部材を設け、
ヒンジ部材の動作によって、操作体への往復の操作を、出力体への往復の動作に変換し、
インナーワイヤの操作部側端部の往復の方向を、出力体の往復の方向と同一とし、
出力体の動作をインナーワイヤの操作部側端部に伝達することで弁部材を動作させ、排水
口を開閉することを特徴とする、遠隔操作式排水栓装置。
【請求項３】
　槽体に設けた排水口と、
該排水口を開閉する弁部材と、
排水口の開閉を操作する、使用者が操作を加える操作体を備えた操作部と、
操作体に加えられた操作を弁部材に伝達する、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可
撓性を備えたアウターチューブ、上記アウターチューブ内を摺動自在に動作する、軸方向
に剛性を、側面方向に可撓性を備え、弁部材を開閉動作させるインナーワイヤ、から構成
したレリースワイヤと、
からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作体の動作を、任意の直線上を往復する動作とし、
この操作体が往復する直線とは異なる任意の方向の直線上を往復する出力体を備え、
操作体の動作によって、一定の方向に規定された回転数だけ回転する回転体を備え、
上記回転体の回転によって、操作体への往復の操作を、出力体への往復の動作に変換し、
インナーワイヤの操作部側端部の往復の方向を、出力体の往復の方向と同一とし、
出力体の動作をインナーワイヤの操作部側端部に伝達することで弁部材を動作させ、排水
口を開閉することを特徴とする、遠隔操作式排水栓装置。
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【請求項４】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作体及び回転体のそれぞれに回動自在に軸着されるヒンジを設けた第一のヒンジ部材と
、
出力体及び回転体のそれぞれに回動自在に軸着されるヒンジを設けた第二のヒンジ部材と
、
を備え、
第一のヒンジ部材によって操作体の往復運動を回転体の回転運動に変換し、
第二のヒンジ部材によって回転体の回転運動を操作体の往復運動に変換することで、
操作体の往復運動を、操作体の往復運動とは方向が異なる出力体の往復運動に変換するこ
とを特徴とする、請求項３に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項５】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作体から弁部材に至る経路上に、
操作体への操作毎に、弁部材を上昇させて排水口を開口した状態で固定／固定を解除し弁
部材を降下して排水口を閉口、を繰り返すロック機構を備えたことを特徴とする、請求項
１乃至請求項４のいずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項６】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
操作部を壁面に備えると共に、インナーワイヤの操作部側端部が、操作体の操作に対応し
て操作体を備えた壁面と平行な方向に動作するように構成されてなることを特徴とする、
請求項１乃至請求項５のいずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔操作式排水栓装置に関し、更に詳しくは、排水口を開閉する操作を行う
遠隔操作式排水栓装置の操作部の改良構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、浴槽や洗面ボウルなどの槽体の内部に生じた排水を処理するため、槽体の底
面等に排水口を設け、この排水口から配管部材を介し、下水側に排水を排出する方法が広
く知られている。また、槽体内に水を溜める場合に、弁部材を利用して排水口を開閉する
方法があるが、この弁部材による排水口の開閉を、弁部材自体や排水口から離間した位置
、例えば槽体周縁の壁面に設けた操作部への操作によって行う遠隔操作式排水栓装置が知
られている。
以下に、特許文献１に記載された、従来の遠隔操作式排水栓装置水栓装置を説明する。
特許文献１に記載の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載する槽体である洗面ボウルを備
えた洗面台に施工される排水配管であって、以下に記載する、排水口本体、弁部材、継手
部材、操作部、レリースワイヤ、排水管、等の部材から構成される。
洗面台は、以下に記載する、槽体である洗面ボウルと、該洗面ボウルを載架するキャビネ
ット部と、から構成される。
洗面ボウルは、上方が開口した箱体形状を成す槽体であって、その底面に、後述する排水
口本体を取り付ける取付口を備えてなる。
また、槽体部分の後方の上端部分から、上方に向かって垂立する壁面であるバックガード
部を備えてなり、更に該バックガード部上に、操作部を取り付ける為の操作部取付口を備
えてなる。
キャビネット部は、上記洗面ボウルを載架する箱体であって、上面は開放されて洗面ボウ
ルを載架するように構成されてなる。
排水口本体は、略円筒形状の部材であって、その内部に排水口を形成し、施工完了時上縁
部分が洗面ボウルの取付口に接続固定される。
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弁部材は、略円盤状の弁体と、該弁体の下面中央から垂下された弁軸部と、から構成され
、該弁部材が降下して排水口上縁近傍を覆うことで排水口を閉塞する。
継手部材は、管体を略Ｌ字形状に屈曲させた部材であって、その内部にインナーワイヤの
動作に対応して、弁軸を押し上げた状態で支持する支持部を備えてなると共に、水平方向
を向いた管体部分の上方にレリースワイヤの接続部を備えてなる。施工完了時、上流側端
部は排水口部材の下流側端部に、下流側端部は排水管に、それぞれ接続される。
操作部は、バックガード部の操作部取付口に取り付けられる部材であって、以下に記載す
る操作体と、操作部本体と、から構成される。
操作体は、遠隔操作式排水栓装置の使用者が把持して押し引きの操作を行うツマミ部と、
ツマミ部にネジによって接続される直線状の軸部と、から構成されてなる。尚、軸部は、
施工時においては、後述するレリースワイヤのインナーワイヤ端部に一体の部材となるよ
うにして接続固定されてなる。
操作部本体は、略円筒形状にして一方の端部に鍔部を備えて構成してなり、その内部に進
退自在に操作体の軸部を収納する。またその後端には、レリースワイヤのアウターチュー
ブの操作部側端部が接続固定される。また、操作部本体の雄ネジと螺合する雌ネジを備え
た板ナット部材を備えてなる。
レリースワイヤは、操作体に加えられた操作を、弁部材側に伝達するための部材であって
、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブと、上記アウ
ターチューブ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたイン
ナーワイヤと、から構成される。
また、施工時において、インナーワイヤの操作部側の端部に、インナーワイヤと一体の部
材となるようにして操作体の軸部が接続固定されてなる。
排水管は、継手部材の下流側端部と床下配管とを接続する管体であって、その途中部分に
管体をＳ字形状に屈曲させたトラップ部を備えてなる。
【０００３】
　上記のように構成した従来例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽体であ
る洗面ボウルを備えた洗面台に施工される。
まず、事前に、洗面ボウルをキャビネット部上に載置し洗面台とした上で、洗面台を施工
場所に設置する。
次に、洗面ボウルの取付口に排水口本体を、バックガード部の操作部取付口に操作部本体
を、それぞれ接続固定する。更に、レリースワイヤの操作部側端部を操作部本体に接続し
、インナーワイヤの端部に備えられた軸部が、操作部本体内部を進退自在な状態とした上
で、アウターチューブ端部が、操作部本体に接続固定された状態とする。
次に、レリースワイヤの排水口側の端部を、継手部材の接続部に接続する。
次に、継手部材の上流側端部を排水口本体に接続し、下流側端部を、排水管を介して床下
配管に接続する。
最後に、操作部の軸部端部に螺合にてツマミ部を固定した上で、排水口に弁部材を配置し
て、従来例の遠隔操作式排水栓装置の施工が完了する。
【０００４】
　上記した特許文献１に記載の従来の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず操作部
の操作体に操作を加え、排水口が閉口した状態とする。
この時、操作部の操作体は手前側に引き出され、インナーワイヤを介して支持部も操作部
側に後退して弁部材の弁軸下端から離間している。このため、弁部材は自重により降下し
、弁部材の弁体下面が排水口の周縁に水密的に当接することで、排水口を閉塞してなる。
この状態から操作部の操作体に押し込み操作を行うと、インナーワイヤを介して支持部が
排水口側に前進し、弁部材の弁軸下端に当接して弁軸ごと弁部材を押し上げるため、弁体
が排水口周縁から離間し、排水口が開口する。
槽体である洗面ボウル内部に吐水又は排水があった場合、吐水又は排水は、排水口から、
排水口本体内部、継手部材、トラップ部を備えた排水管を介して、最終的には床下配管か
ら下水側に排出される。また、トラップ部内に排水が溜まると、トラップ部内に封水と呼
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ばれる排水による溜まり水が生じる。この封水が、排水の流路上に満水部分を発生させ、
この満水部分を下水側からの臭気や害虫類が逆流できないため、トラップ部により下水側
からの臭気や害虫類が屋内側に侵入することを防止することができる。
この排水口が開口した状態より、操作部の操作体に引き操作を行うと、支持部がインナー
ワイヤを介して操作部側に後退し、弁部材の弁軸下端から離間することで、弁部材は支持
を失って自重により降下し、弁体下面が排水口の周縁に水密的に当接することで、再び排
水口を閉口する。
以降、排水口が閉口した状態の時に操作体に押し込み操作を加えることで排水口は開口し
、排水口が開口した状態の時に操作体に引き操作を行うことで排水口を閉口することがで
きる。
【特許文献１】特開２００６－１９４０１７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように構成した遠隔操作式排水栓装置には、以下のような問題点があった。
特許文献１に記載の遠隔操作式排水栓装置では、操作部の操作体に加えた操作を、レリー
スワイヤのインナーワイヤの進退によって伝達している。インナーワイヤは、側面方向に
は可撓性が求められる一方で、軸方向には剛性が求められるため、インナーワイヤを金属
材からなる縒り線やコイル状に巻いたコイル線を用いて構成することで、上記可撓性と剛
性の問題を解決している。また、アウターチューブは、多少硬度を有したフッ素系樹脂等
を用いて構成している。このように、インナーワイヤ及びアウターチューブには、ある程
度の硬度が必要なため、レリースワイヤを屈曲して使用する場合に、屈曲箇所の曲がり半
径が１０センチメートル程度の比較的大きな曲がり半径であれば何ら問題は無いが、１～
２センチメートル程度の小さな曲がり半径の場合、レリースワイヤの正常な屈曲の限界を
超えてしまい、インナーワイヤやアウターチューブが折れ曲がって元の状態に戻らなくな
る、「座屈」と呼ばれる状態になる場合がある。この座屈状態となると、インナーワイヤ
はアウターチューブ内部を進退できなくなり、遠隔操作式排水栓装置は正常に作動しなく
なる。また、屈曲部分の曲がり半径が小さいと、座屈のような破損をしなくとも、インナ
ーワイヤが屈曲部分にて進退する際に、アウターチューブ内面を擦るように強く当たるこ
とで、長期間の使用においてアウターチューブが破損してしまう恐れがあった。
レリースワイヤの屈曲箇所の曲がり半径を、充分に大きくすることができれば、上記問題
は解決するが、特許文献１の従来例のように、バックガード部等、屋内の壁面に近い個所
の略垂立面に操作部を備える構造の場合、垂立面の背面から洗面台等を設置した屋内の壁
面までの幅が狭く、レリースワイヤの曲がり半径を充分に大きくすることができない、と
言う問題があった。
本発明は上記問題点に鑑み発明されたものであって、レリースワイヤを用いた遠隔操作式
排水栓装置において、操作部の操作体へ加えた操作の方向を、狭い空間でもレリースワイ
ヤへの負担なく容易に方向変換が可能な遠隔操作式排水栓装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の本発明は、槽体に設けた排水口と、該排水口を開閉する弁部材と、排
水口の開閉を操作する、使用者が操作を加える操作体を備えた操作部と、操作体に加えら
れた操作を弁部材に伝達する、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたア
ウターチューブ、上記アウターチューブ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面
方向に可撓性を備え、弁部材を開閉動作させるインナーワイヤ、から構成したレリースワ
イヤと、からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作体の動作を、任意の直線上を往復する動作とし、この操作体が往復する直線とは異な
る任意の方向の直線上を往復する出力体を備え、操作体及び出力体にそれぞれラック歯を
備え、操作体及び出力体の各ラック歯を、歯車を介して連動させることで、操作体への往
復の操作を、出力体への往復の動作に変換し、インナーワイヤの操作部側端部の往復の方
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向を、出力体の往復の方向と同一とし、出力体の動作をインナーワイヤの操作部側端部に
伝達することで弁部材を動作させ、排水口を開閉することを特徴とする、遠隔操作式排水
栓装置である。
【０００７】
　請求項２に記載の本発明は、槽体に設けた排水口と、該排水口を開閉する弁部材と、排
水口の開閉を操作する、使用者が操作を加える操作体を備えた操作部と、操作体に加えら
れた操作を弁部材に伝達する、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたア
ウターチューブ、上記アウターチューブ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面
方向に可撓性を備え、弁部材を開閉動作させるインナーワイヤ、から構成したレリースワ
イヤと、からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作体の動作を、任意の直線上を往復する動作とし、この操作体が往復する直線とは異な
る任意の方向の直線上を往復する出力体を備え、操作体及び出力体のそれぞれに回動自在
に軸着されるヒンジを設けたヒンジ部材を設け、ヒンジ部材の動作によって、操作体への
往復の操作を、出力体への往復の動作に変換し、インナーワイヤの操作部側端部の往復の
方向を、出力体の往復の方向と同一とし、出力体の動作をインナーワイヤの操作部側端部
に伝達することで弁部材を動作させ、排水口を開閉することを特徴とする、遠隔操作式排
水栓装置である。
【０００８】
　請求項３に記載の本発明は、槽体に設けた排水口と、該排水口を開閉する弁部材と、排
水口の開閉を操作する、使用者が操作を加える操作体を備えた操作部と、操作体に加えら
れた操作を弁部材に伝達する、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたア
ウターチューブ、上記アウターチューブ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面
方向に可撓性を備え、弁部材を開閉動作させるインナーワイヤ、から構成したレリースワ
イヤと、からなる遠隔操作式排水栓装置において、
操作体の動作を、任意の直線上を往復する動作とし、この操作体が往復する直線とは異な
る任意の方向の直線上を往復する出力体を備え、操作体の動作によって、一定の方向に規
定された回転数だけ回転する回転体を備え、上記回転体の回転によって、操作体への往復
の操作を、出力体への往復の動作に変換し、インナーワイヤの操作部側端部の往復の方向
を、出力体の往復の方向と同一とし、出力体の動作をインナーワイヤの操作部側端部に伝
達することで弁部材を動作させ、排水口を開閉することを特徴とする、遠隔操作式排水栓
装置である。
尚、ここで言う「一定の方向に規定された回転数だけ回転する回転体を備え」という記載
について、「一定の方向に…回転する回転体」とは、排水口が開口する場合でも閉口する
場合でも、回転体は常に同じ回転方向に回転する、という意味であり、開口時と閉口時と
では回転体の回転方向が逆方向に変わる、という場合は含まない。
【０００９】
　請求項４に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、操作体及び回転体の
それぞれに回動自在に軸着されるヒンジを設けた第一のヒンジ部材と、出力体及び回転体
のそれぞれに回動自在に軸着されるヒンジを設けた第二のヒンジ部材と、を備え、
第一のヒンジ部材によって操作体の往復運動を回転体の回転運動に変換し、第二のヒンジ
部材によって回転体の回転運動を操作体の往復運動に変換することで、操作体の往復運動
を、操作体の往復運動とは方向が異なる出力体の往復運動に変換することを特徴とする、
段落０００８に記載の遠隔操作式排水栓装置である。
【００１０】
　請求項５に記載の本発明は、記遠隔操作式排水栓装置において、操作体から弁部材に至
る経路上に、操作体への操作毎に、弁部材を上昇させて排水口を開口した状態で固定／固
定を解除し弁部材を降下して排水口を閉口、を繰り返すロック機構を備えたことを特徴と
する、段落０００６乃至段落０００９のいずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置であ
る。
【００１１】
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　請求項６に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、操作部を壁面に備え
ると共に、インナーワイヤの操作部側端部が、操作体の操作に対応して操作体を備えた壁
面と平行な方向に動作するように構成されてなることを特徴とする、段落０００６乃至段
落００１０のいずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１、請求項２、請求項３に記載の本発明では、遠隔操作式排水栓装置において、
ラック歯及び歯車、又はヒンジを利用して、レリースワイヤを含む各部材に負担のかから
ない方法にて、操作部の操作体に加えた操作を、異なる方向へ変換してなる。このため、
屋内の壁面に近い個所の略垂立面に操作部を備える構造等、操作部を配置する部分の空間
が狭い場合でも、レリースワイヤを始めとする遠隔操作式排水栓装置の各部材に負担を生
じさせること無く、遠隔操作式排水栓装置を使用することが可能となっている。
請求項４に記載の本発明では、回転体を用いる操作部において、操作部の構成を明確にす
ることができる。
請求項５に記載の本発明では、遠隔操作式排水栓装置を、操作体に押し操作のみによって
開閉を行ういわゆる１ウェイ式遠隔操作式排水栓装置とすることができる。
また、本発明では、狭い空間でもレリースワイヤの曲がり半径を小さいものとすることな
く、容易に方向変換が可能となっているため、請求項６に記載したように、レリースワイ
ヤの操作部側端部を壁面と平行な方向に動作するように構成すると好適である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工状態を示す断面図である。
【図２】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図３】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図４】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工状態を示す断面図である。
【図５】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図６】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の押し操作を行った状態を示す参考図である
。
【図７】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図８】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工状態を示す断面図である。
【図９】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図１０】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図１１】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部を示す斜視図である。
【図１２】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部を示す参考図である。
【図１３】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部の部材構成を示す参考図である。
【図１４】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部の部材構成を示す参考図である。
【図１５】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部の動作を示す参考図である。
【図１６】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部の動作を示す参考図である。
【図１７】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部の動作を示す参考図である。
【図１８】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部の動作を示す参考図である。
【図１９】第三実施例の遠隔操作式排水栓装置の操作部の動作を示す参考図である。
【実施例】
【００１４】
　以下に本発明の実施例について、図面を参照しつつ説明する。
尚、以下に記載する第一実施例及び第二実施例の説明において、「上方」「下方」とは、
施工完了時における「上方」「下方」である。
また、「手前側」「奥側」とは、使用者が洗面台Ｓを使用する場合に使用者から見た状態
での「手前側」「奥側」である。洗面ボウルＢの排水口１ａを基準とすると、平面視排水
口１ａからバックガード部Ｗに向かう方向が「奥側」であり、その反対の方向が「手前側
」である。また、「前方」「後方」との記載を行う場合もあるが、この場合「前方」は「
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手前側」と、「後方」は「奥側」と、それぞれ同一の方向である。
また、レリースワイヤ１１のインナーワイヤ１１ｂや、該インナーワイヤ１１ｂに連動す
るように動作する部材については、排水口１ａ側に移動することを「前進」、操作部３側
に移動することを「後退」として記載してなる。
また、説明を容易にするため、第一実施例を示す図面のうち図２、図３、及び第二実施例
を示す図面のうち図５乃至図７は排水口１ａ近傍と操作部３近傍の主要部材のみを図示す
る。
また、第三実施例を示す図面のうち、図９、図１０は排水口１ａ近傍の主要部材のみを図
示する。
【００１５】
　以下に、本発明の第一実施例について、図面を参照しつつ説明する。
図１乃至図３に示した、本発明の第一実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載する
、槽体を備えた排水機器である洗面台Ｓに施工される排水栓装置であって、以下に記載す
る、排水口本体１、弁部材２、継手部材１３、操作部３、レリースワイヤ１１、排水管Ｐ
、等の部材から構成されてなる。
洗面台Ｓは、以下に記載する、槽体である洗面ボウルＢと、該洗面ボウルＢを載架するキ
ャビネット部Ｃと、から構成される。
洗面ボウルＢは、上方が開口した箱体形状を成す槽体であって、その底面に、後述する排
水口本体１を取り付ける取付口Ｈ１を備えてなる。
また、槽体部分の後方の上端部分から、上方に向かって垂立する壁面であるバックガード
部Ｗを備えてなり、更に該バックガード部Ｗ上に、操作部３の操作体４の軸部４ａを貫通
させて取り付ける為の操作部用貫通孔Ｈ２を備えてなる。
キャビネット部Ｃは、上記洗面ボウルＢを載架する箱体であって、上面は開放されて洗面
ボウルＢを載架するように構成されてなる。
排水口本体１は、略円筒形状の部材であって、その内部に排水口１ａを形成してなる。ま
た、その外側面上端には、周縁に沿って外周方向に突出するフランジ部１ｂを、また側面
であってフランジ部１ｂより下方に雄ネジを、それぞれ備えてなる。また、上記排水口本
体１の側面の雄ネジに螺合する雌ネジを備えた板ナット部材１ｃを備えてなる。
弁部材２は、略円盤状にして下面に環状のパッキングを備えた弁体２ａと、該弁体２ａの
下面中央から垂下された弁軸部２ｂと、から構成されてなり、該弁部材２が降下し、環状
のパッキングが排水口１ａ周縁に水密的に当接することで、排水口１ａが弁体２ａに覆わ
れて閉口する。
継手部材１３は、管体を略Ｌ字形状に屈曲させた部材であって、水平方向を向いた管体部
分の内外を貫通するようにして筒状部１３ａが形成されてなり、この筒状部１３ａの上方
の端部、即ち継手部材１３の外側にある端部がレリースワイヤ１１のアウターチューブ１
１ａ端部を接続固定する接続部１３ｂである。また、筒状部１３ａの下方の端部、即ち継
手部材１３の内側にある端部は、後述する支持部１４の方向を上方に変化させる突起部１
３ｃを備えてなる。施工完了時、継手部材１３の上流側端部は排水口１ａ部材の下流側端
部に、継手部材１３の下流側端部は排水管Ｐに、それぞれ接続される。
支持部１４は、舌状部分を備えた部材であって、施工完了時、レリースワイヤ１１の、排
水口１ａ側のインナーワイヤ１１ｂ端部に回動自在に接続された上で、上記継手部材１３
の筒状部１３ａ内に配置される。
施工完了時、支持部１４は、インナーワイヤ１１ｂの進退動作に対応して進退動作する。
具体的には、インナーワイヤ１１ｂが排水口１ａ側に前進した状態では、支持部１４は排
水口１ａの中心軸方向に突出すると共に、突起部１３ｃによって先端の舌状部分が上方に
向かって回動する。逆にインナーワイヤ１１ｂが操作部３側に後退した状態では、支持部
１４はほぼその全体が筒状部１３ａの内部に収納され、先端の舌状部分も下方に向かって
回動する。
操作部３は、バックガード部Ｗの操作部用貫通孔Ｈ２に取り付けられる部材であって、以
下に記載する操作体４と、歯車部材６と、出力体５と、操作部本体１５と、から構成され
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る。
操作体４は、遠隔操作式排水栓装置の使用者が把持して押し引きの操作を行うツマミ部４
ｂと、ツマミ部４ｂにネジによって接続される直線状の軸部４ａと、から構成されてなる
。
軸部４ａについて詳述すると、軸部４ａは円筒形状と長方体形状とを、棒状となるように
組み合わせた部材であって、円筒部分側の端部にツマミ部４ｂを接続するネジを備えると
共に、長方形形状を成す部分の下面に、直線状に歯合歯を備えたラック歯７を備えてなる
。
操作体４の内、軸部４ａの特にラック歯７を備えた部分が操作部本体１５内部に備えられ
、円筒部分が操作部本体１５から突出してなり、操作部本体１５を洗面台Ｓに取り付けた
後、ツマミ部４ｂを軸部４ａに接続することで操作体４として機能する。
出力体５は、軸方向視長方形形状を成す棒状の部材であって、その前方の側面に、直線状
に歯合歯を並べたラック歯７を備えてなる。また出力体５の下端は、レリースワイヤ１１
のインナーワイヤ１１ｂ端部を接続することで、インナーワイヤ１１ｂと一体の部材とし
て機能するように構成されてなる（「出力体５とインナーワイヤ１１ｂが一体の部材とし
て機能する」とは、インナーワイヤ１１ｂが、出力体５の上昇／下降の両方の動作に追従
する、という意味である）。
歯車部材６は、操作体４のラック歯７と出力体５のラック歯７の両方に歯合する歯合歯を
外周に備えた部材であって、操作体４に加えられた進退の操作を、歯車の回転を利用して
異なる方向の進退運動に変換して出力体５側の進退動作として伝達する部材である。
操作部本体１５は、上記操作体４の軸部４ａ、出力体５、歯車部材６をその内部に収納し
たケーシング体であって、工場等にて、操作部本体１５として組み立てられた状態におい
て、軸部４ａ及び出力体５を、所定の位置で所定の方向に進退、即ち往復直線運動を行う
ようにガイドする構成を備えてなる。
尚、軸部４ａの一部、及び出力体５は前述のように、軸方向視長方形形状を成すように構
成されており、これを利用して、上記操作部本体１５内での進退動作の際に軸部４ａ及び
出力体５が進退方向の側面側に回転し、歯車部材６と歯合しなくなることを防止するよう
に構成されてなる。
また、軸部４ａ、即ち操作体４の進退の方向は、施工完了時における操作部本体１５が取
り付けられるバックガード部Ｗの前面に対して垂直を成す方向であり、出力体５の進退の
方向は、操作部本体１５が取り付けられるバックガード部Ｗの前面に対して略平行を成す
方向であり、これは洗面台Ｓの設置面に対して垂直となる方向である。
また、操作部本体１５として組み立てられた状態において、歯車部材６は、操作部本体１
５内部の所定の位置であって、外周に設けられた歯合歯が、操作体４及び出力体５のラッ
ク歯７に歯合した状態で操作部本体１５内部に回動自在に配置されてなる。操作体４が進
退すると、ラック歯７に歯合している歯合歯を備えた歯車部材６が回転し、この回転に伴
って歯車部材６に歯合するラック歯７を備えた出力体５も進退を行う。
また、上記操作部本体１５は、バックガード部Ｗの後面に当接する鍔部１５ａを備えてな
り、この鍔部１５ａを貫通するビス部材（図示せず）を利用して、操作部本体１５をバッ
クガード部Ｗに固定するように構成してなる。
レリースワイヤ１１は、操作体４に加えられた操作を、弁部材２側に伝達するための部材
であって、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブ１１
ａと、上記アウターチューブ１１ａ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向
に可撓性を備えたインナーワイヤ１１ｂと、から構成される。
排水管Ｐは、継手部材１３の下流側端部と床下配管とを接続する管体であって、その途中
部分に管体をＳ字形状に屈曲させたトラップ部Ｔを備えてなる。
【００１６】
　上記のように構成された第一実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽
体である洗面ボウルＢを備えた洗面台Ｓに施工される。尚、特に記載しないが、以下の施
工の際において、必要に応じ各部材の接続箇所は接着又はパッキングを使用した接続等に
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より、水密的に接続される。
また、本実施例において、操作部本体１５は、工場などにて、その内部に操作体４、出力
体５、歯車部材６を組み込んだ部材として加工した上で、施工現場などに搬入されたもの
とする。
まず、操作部本体１５に配置された出力体５に、レリースワイヤ１１のインナーワイヤ１
１ｂの操作部３側端部を接続した上で、アウターチューブ１１ａの操作部３側端部を操作
部本体１５に接続固定する。
次に、レリースワイヤ１１のインナーワイヤ１１ｂの排水口１ａ側端部に、支持部１４を
回動自在に接続した上で、支持部１４を筒状部１３ａに挿入し、更に、レリースワイヤ１
１のアウターチューブ１１ａの排水口１ａ側端部を接続部１３ｂに接続固定する。
次に、排水口本体１を上方から取付口Ｈ１に挿通し、取付口Ｈ１の周縁上面に、排水口本
体１のフランジ部１ｂ下面を当接した上で、排水口本体１の雄ネジに板ナット部材１ｃを
螺合させて、取付口Ｈ１の周縁をフランジ部１ｂと板ナット部材１ｃとで挟持させて排水
口本体１を取付口Ｈ１に接続固定する。
次に、操作部本体１５から突出する軸部４ａを、操作部用貫通孔Ｈ２から挿通させた上で
、操作部本体１５の鍔部１５ａを、洗面台Ｓのバックガード部Ｗに、後方側から当接させ
、更に鍔部１５ａを貫通するビス部材を利用して、操作部本体１５をバックガード部Ｗに
固定する。
次に、継手部材１３の上流側端部を排水口本体１に接続し、下流側端部を、排水管Ｐを介
して床下配管に接続する。
最後に、操作部３の軸部４ａ端部に螺合にてツマミ部４ｂを固定した上で、排水口１ａに
弁部材２を配置して、本発明の第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工が完了する。
【００１７】
　上記のように施工された第一実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず操作
部３の操作体４に操作を加え、図２にあるように、排水口１ａが閉口した状態とする。
この時、操作部３の操作体４は手前側に引き出され、出力体５は上昇し、出力体５に接続
されているインナーワイヤ１１ｂは操作部３側に後退している。また、インナーワイヤ１
１ｂに接続されている支持部１４も操作部３側に後退して弁部材２の弁軸部２ｂ下端から
離間している。このため、弁部材２は自重により降下し、弁部材２の弁体２ａ下面が排水
口１ａの周縁に水密的に当接することで、排水口１ａを閉口してなる。
この状態から操作部３の操作体４に押し込み操作を行うと、操作体４は奥側に進み、操作
体４のラック歯７と歯合している歯車部材６が回転し、この回転により歯車部材６に歯合
しているラック歯７を有する出力体５が降下する。出力体５が降下すると、出力体５に接
続されているインナーワイヤ１１ｂが排水口１ａ側に前進し、インナーワイヤ１１ｂの排
水口１ａ側端部に回動自在に接続されている支持部１４が、排水口１ａ側に前進すると共
に突起部１３ｃに当たって支持部１４の先端側が上方に回動し、弁部材２の弁軸下端に当
接して弁軸ごと弁部材２を押し上げるため、弁体２ａが排水口１ａ周縁から離間し、図３
に示したように、排水口１ａが開口する。
槽体である洗面ボウルＢ内部に吐水又は排水があった場合、吐水又は排水は、排水口１ａ
から、排水口本体１内部、継手部材１３、トラップ部Ｔを備えた排水管Ｐを介して、最終
的には床下配管から下水側に排出される。また、トラップ部Ｔ内に排水が溜まると、トラ
ップ部Ｔ内に封水と呼ばれる排水による溜まり水が生じる。この封水が、排水の流路上に
満水部分を発生させ、この満水部分を下水側からの臭気や害虫類が逆流できないため、ト
ラップ部Ｔにより下水側からの臭気や害虫類が屋内側に侵入することを防止することがで
きる。
この排水口１ａが開口した状態より、操作部３の操作体４に引き操作を行うと、操作体４
は手前側に移動し、操作体４の軸部４ａのラック歯７と歯合している歯車部材６が回転し
、この回転により歯車部材６に歯合しているラック歯７を有する出力体５が上昇する。出
力体５が上昇すると、出力体５に接続されているインナーワイヤ１１ｂが操作部３側に後
退し、インナーワイヤ１１ｂの排水口１ａ側端部に回動自在に接続されている支持部１４



(11) JP 2016-176285 A 2016.10.6

10

20

30

40

50

が筒状部１３ａ内に移動して、支持部１４が弁部材２の弁軸下端から離間する。このため
、弁部材２は自重により降下し、弁部材２の弁体２ａ下面が排水口１ａの周縁に水密的に
当接して、排水口１ａを閉口する。
以降、排水口１ａが閉口した状態の時に操作体４に押し込み操作を加えることで排水口１
ａは開口し、排水口１ａが開口した状態の時に操作体４に引き操作を行うことで排水口１
ａを閉口することができる。
【００１８】
　次に、本発明の第二実施例について、図面を参照しつつ説明する。
図４乃至図７に示した、本発明の第二実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載する
、槽体を備えた排水機器である洗面台Ｓに施工されるものであって、以下に記載する、排
水口本体１、支持部材１８、弁部材２、継手部材１３、オーバーフロー本体１６、操作部
３、レリースワイヤ１１、排水管Ｐ、等の部材から構成されてなる。
洗面台Ｓは、以下に記載する、槽体である洗面ボウルＢと、該洗面ボウルＢを載架するキ
ャビネット部Ｃと、から構成される。
洗面ボウルＢは、上方が開口した箱体形状を成す槽体であって、その底面に、後述する排
水口本体１を取り付ける取付口Ｈ１を備えてなる。
また、洗面ボウルＢ内の側面上方に、オーバーフロー本体１６を取り付けるための、正面
視長方形形状を成すオーバーフロー取付口Ｈ３を備えてなる。
また、槽体部分の後方の上端部分から、上方に向かって垂立する壁面であるバックガード
部Ｗを備えてなる。
キャビネット部Ｃは、上記洗面ボウルＢを載架する箱体であって、上面は開放されて洗面
ボウルＢを載架するように構成されてなる。
排水口本体１は、略円筒形状の部材であって、その内部には排水口１ａを形成してなる。
また、その外側面上端には、周縁に沿って外周方向に突出するフランジ部１ｂを、また側
面であって中間位置より下方には雄ネジを、それぞれ備えてなる。
また排水口本体１の内部には、支持部材１８と嵌合する凸部１ｄを内周周縁に沿って複数
個備えてなる。
支持部材１８は、排水口本体１の内部にレリースワイヤ１１を配置固定するための部材で
あって、中央部分に、略筒形状であって、その内部にレリースワイヤ１１のインナーワイ
ヤ１１ｂ端部を進退自在に挿通すると共に、その下端にアウターチューブ１１ａ端部を接
続固定する保持部を備えてなる。また、保持部の周囲に、排水口本体１の凸部１ｄと嵌合
する弾性爪１８ｂを備えた環状部１８ａを設けてなる。
弁部材２は、略円盤状にして下面に環状のパッキングを備えた弁体２ａと、該弁体２ａの
下面中央に設けた、レリースワイヤ１１のインナーワイヤ１１ｂ先端の嵌合部１１ｄに嵌
合する被嵌合部２ｃを備えてなり、該弁部材２が降下して環状のパッキング部分にて排水
口１ａ上縁近傍を覆うことで排水口１ａを閉口する。
継手部材１３は、管体を略Ｌ字形状に屈曲させた部材であって、更に継手部材１３の側面
に円筒形状を成す枝管部１３ｄを設けてなる。
また、継手部材１３の上流側の端部には、排水口本体１の雄ネジと螺合する雌ネジを備え
てなり、施工完了時、継手部材１３の上流側端部は排水口１ａ部材の下流側端部に、継手
部材１３の下流側端部は排水管Ｐに、それぞれ接続される。
オーバーフロー本体１６は、側面視略T字形状を成す管体であって、オーバーフロー取付
口Ｈ３に合致する内径形状を備えた開口を有するオーバーフロー排水口１６ａと、該オー
バーフロー排水口１６ａから下方を向いて延出されたオーバーフロー排出口１６ｂと、オ
ーバーフロー排水口１６ａ内に備えられた、操作部３の操作部本体１５を保持固定する操
作部保持部１６ｃと、から構成される。
また、オーバーフロー排出口１６ｂから継手部材１３の枝管部１３ｄまでを水密的に接続
するチューブ管１７を備えてなる。
操作部３は、洗面ボウルＢのオーバーフロー本体１６に取り付けられて、排水口１ａの開
閉を操作する部材であって、以下に記載する操作体４と、ヒンジ部材８と、出力体５と、
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操作部本体１５と、スプリング部材（図示せず）と、から構成される。
操作体４は、遠隔操作式排水栓装置の使用者が押し操作を行うボタン部４ｃと、ボタン部
４ｃに嵌合固定される直線状の軸部４ａと、軸部４ａの端部に設けられた、後述するヒン
ジ部材８の一端にヒンジを用いた構造にて回動自在に軸着される回動部９と、から構成さ
れてなる。
ボタン部４ｃは、略直方体形状を成す、オーバーフロー排水口１６ａの内外を進退する部
材であって、下方及び後方には壁面が無く、開放されてなる。
出力体５は、棒状の部材であって、その上端に、後述するヒンジ部材８の一端（操作体４
との接続箇所とは逆側の端部）にヒンジを用いた構造にて回動自在に軸着される回動部９
を備えてなる。
ヒンジ部材８は、棒状の部材であって、その両端にそれぞれヒンジを備えてなる。一端の
ヒンジは、上記操作体４の軸部４ａに回動自在に軸着されて回動部９を成し、他端のヒン
ジは、出力体５の回動部９に回動自在に軸着されて回動部９を成してなる。
操作部本体１５は、上記操作体４の軸部４ａの一部、出力体５の一部、ヒンジ部材８をそ
の内部に収納したケーシング体であって、工場等にて、操作部本体１５として組み立てら
れた状態において、軸部４ａ及び出力体５については所定の位置で所定の方向に進退、即
ち往復直線運動を行うように構成されてなる。
また、軸部４ａ、即ち操作体４の進退の方向は、施工完了時における操作部本体１５が取
り付けられる洗面ボウルＢの奥側の壁面に対して垂直を成す方向であり、出力体５の進退
の方向は、操作部本体１５が取り付けられる洗面ボウルＢの奥側の壁面に対して略平行を
成す方向であり、これは洗面台Ｓの設置面に対して垂直となる方向である。
また、操作部本体１５として組み立てられた状態において、ヒンジ部材８は、操作体４及
び出力体５の進退に対応した動作により、操作体４の軸部４ａに対しておよそ４５度から
９０度の範囲で回動動作する。
スプリング部材は、上記操作体４の軸部４ａ周囲に配置される部材であって、操作体４を
洗面ボウルＢの手前側（図４の左側）に常時付勢するように配置される。
レリースワイヤ１１は、操作体４に加えられた操作を、弁部材２側に伝達するための部材
であって、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブ１１
ａと、上記アウターチューブ１１ａ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向
に可撓性を備えたインナーワイヤ１１ｂと、インナーワイヤ１１ｂをアウターチューブ１
１ａに対し、操作部３側に付勢する戻りスプリング（図示せず）と、から構成される。
また、インナーワイヤ１１ｂの排水口１ａ側の端部には、弁部材２の被嵌合部２ｃと嵌合
する、弁軸を兼ねた嵌合部１１ｄを備えてなる。
ロック部材１２は、ケーシング部１２ａと、該ケーシング部１２ａに進退自在に備えられ
る支持軸と、を備えた部材であって、レリースワイヤ１１端部に接続され、ケーシング部
１２ａ内に備えた機構によって、施工完了時、支持軸の上端に押し込み操作を加える都度
、支持軸が降下し、インナーワイヤ１１ｂを排水口１ａ側に前進させた状態で固定／固定
を解除し、レリースワイヤ１１の戻りスプリングの作用によってインナーワイヤ１１ｂの
後退と共に支持軸が上昇、を交互に繰り返すロック機構を備えた部材である。
尚、施工が完了した状態において、インナーワイヤ１１ｂの操作部３側端部は、ロック部
材１２の支持軸に接続固定されてはいないが、レリースワイヤ１１の戻りスプリングの作
用によって、同一軸線上を連動して往復運動しており、支持軸に加えられた動作は、イン
ナーワイヤ１１ｂの操作部３側端部に伝達され、支持軸が降下して固定されている状態で
はインナーワイヤ１１ｂが前進し、支持軸の固定が解除されている状態では支持軸とイン
ナーワイヤ１１ｂは共に後退する、というように、支持軸に加えられた操作はインナーワ
イヤ１１ｂに伝達される。
また、上記ロック部材１２は、施工完了時、操作部本体１５の出力体５側の端部に接続さ
れる。
この接続において、操作部本体１５はロック部材１２のケーシング部１２ａに接続固定さ
れる。
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出力体５と支持軸は、同一軸線上、即ち支持軸の往復の方向と、出力体５の往復の方向と
は同一であり、且つ両者は対向する位置関係に配置固定される。操作体４に押し込み操作
が加えられ、それに対応して出力体５が下方に突出すると、出力体５は支持軸の上端に当
接して、支持軸に下方への押し込み操作を加えるように配置される。
上述のように、支持軸に加えられた動作はインナーワイヤ１１ｂに伝達されることから、
本実施例においては、出力体５の動作は、支持軸を介してインナーワイヤ１１ｂの操作部
３側端部に伝達されてなる。
排水管Ｐは、継手部材１３の下流側端部と床下配管とを接続する管体であって、その途中
部分に管体をＳ字形状に屈曲させたトラップ部Ｔを備えてなる。
【００１９】
　上記のように構成された第二実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽
体である洗面ボウルＢを備えた洗面台Ｓに施工される。尚、特に記載しないが、以下の施
工の際において、必要に応じ各部材の接続箇所は接着又はパッキングを使用した接続等に
より、水密的に接続される。
また、本実施例において、操作部本体１５は、工場などにて、その内部に操作体４、出力
体５、ヒンジ部材８、スプリング部材を組み込んだ部材として加工した上で、施工現場な
どに搬入されたものとする。
まず、チューブ管１７の一端をオーバーフロー本体１６のオーバーフロー排出口１６ｂに
、他端を継手部材１３の枝管部１３ｄに、それぞれ水密的に接続する。
次に、オーバーフロー本体１６のオーバーフロー排水口１６ａを洗面ボウルＢのオーバー
フロー取付口Ｈ３に取り付ける。
次に、排水口本体１を上方から取付口Ｈ１に挿通し、取付口Ｈ１の周縁上面に、排水口本
体１のフランジ部１ｂ下面を当接した上で、排水口本体１の雄ネジに継手部材１３の雌ネ
ジを螺合させて、取付口Ｈ１の周縁をフランジ部１ｂと継手部材１３とで挟持させて排水
口本体１を取付口Ｈ１に接続固定する。
次に、継手部材１３の下流側端部を、排水管Ｐを介して床下配管に接続する。
次に、操作部本体１５の出力体５に支持軸上端が対向するようにして、ロック部材１２を
操作部本体１５に接続し、更に支持軸の下端がインナーワイヤ１１ｂの操作部３側端部に
当接するように配置した上で、アウターチューブ１１ａの操作部３側端部をロック部材１
２のケーシング部１２ａに接続固定する。
次に、レリースワイヤ１１の排水口１ａ側端部をオーバーフロー排水口１６ａからオーバ
ーフロー排出口１６ｂ、チューブ管１７、枝管部１３ｄの順に挿通し、レリースワイヤ１
１の端部を継手部材１３内部に配置した上で、操作部本体１５をオーバーフロー本体１６
の操作部保持部１６ｃに保持固定させる。
次に、レリースワイヤ１１の排水口部３側端部を継手部材１３内部から排水口本体１内部
より洗面ボウルＢ内に引き上げる。
次に、支持部材１８にアウターチューブ１１ａの排水口１ａ側端部を固定した上で、排水
口本体１の凸部１ｄと支持部材１８の弾性爪１８ｂを嵌合させて、排水口本体１に支持部
材１８を接続固定する。
最後に、操作体４の軸部４ａにボタン部４ｃを嵌合させると共に、インナーワイヤ１１ｂ
先端の嵌合部１１ｄに弁部材２の被嵌合部２ｃを嵌合させて、本発明の第二実施例の遠隔
操作式排水栓装置の施工が完了する。
【００２０】
　上記のように施工された第二実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず操作
部３の操作体４に操作を加え、図５に示したように、排水口１ａが閉口した状態とする。
この時、操作部３の操作体４は、スプリング部材の作用により手前側に引き出され、出力
体５は上昇している。一方、インナーワイヤ１１ｂ及び支持軸は、レリースワイヤ１１の
戻りスプリングの作用と、弁部材２の自重により、インナーワイヤ１１ｂが操作部３側に
後退し、支持軸もインナーワイヤ１１ｂに当接して押し上げられて上昇した状態となって
いる。
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上記のように弁部材２は、弁部材２の自重と、戻りスプリングの付勢により降下し、弁部
材２の弁体２ａ下面が排水口１ａの周縁に水密的に当接することで、排水口１ａを閉口し
てなる。
この状態から操作部３の操作体４に押し込み操作を行うと、操作体４は奥側に進み、ヒン
ジ部材８が操作体４の軸部４ａに対し４５度を成す角度から、９０度を成す角度に回動し
て、出力体５が降下する。出力体５の下端は、ロック部材１２の支持軸上端に当接して支
持軸に押し込み操作を行うため、支持軸が降下し、ロック機構が働いて、インナーワイヤ
１１ｂを排水口１ａ側に前進させた状態で固定する。これにより、排水口１ａ付近では、
インナーワイヤ１１ｂと共に弁部材２が上昇し、排水口１ａ周縁から弁体２ａが離間して
、図６に示したように、排水口１ａが開口する。
尚、操作部３の操作体４は、使用者の押し込み操作が終わって使用者の指等が離されると
、スプリング部材の作用によって、当初の状態、即ち手前側に引き出された状態に戻る。
操作体４が当初の位置に戻ったことによって、ヒンジ部材８は操作体４に対して４５度を
成す当初の位置に、出力体５も上昇して当初の位置に、それぞれ戻る。これにより、図７
に示したように、排水口１ａは開口し、ロック部材１２の支持軸１２ｂは降下したまま、
操作部の各部材は当初の位置に戻る。
槽体である洗面ボウルＢ内部に吐水又は排水があった場合、吐水又は排水は、排水口１ａ
から、排水口本体１内部、継手部材１３、トラップ部Ｔを備えた排水管Ｐを介して、最終
的には床下配管から下水側に排出される。また、トラップ部Ｔ内に排水が溜まると、トラ
ップ部Ｔ内に封水と呼ばれる排水による溜まり水が生じる。この封水が、排水の流路上に
満水部分を発生させ、この満水部分を下水側からの臭気や害虫類が逆流できないため、ト
ラップ部Ｔにより下水側からの臭気や害虫類が屋内側に侵入することを防止することがで
きる。
この排水口１ａが開口した状態より、操作部３の操作体４に再度押し込み操作を行うと、
再び、図６に示した状態となり、開口時と同様に、出力体５の下端は、ロック部材１２の
支持軸上端に当接して支持軸に押し込み操作を行うため、ロック機構が再度機能して支持
軸の固定が解除される。
使用者の操作体４への押し込み操作が終わって使用者の指等が離されると、スプリング部
材の作用によって、操作体４、ヒンジ部材８、出力体５は当初の位置に戻ると共に、支持
軸の固定が解除されたことで、レリースワイヤ１１の戻りスプリング１１ｃの作用と、弁
部材２の自重により、弁部材２が降下し、弁体２ａ下面が排水口１ａの周縁に水密的に当
接して、図５に示した状態に戻り、排水口１ａが再び閉口される。
以降、操作体４に押し込み操作を行う毎に、排水口１ａを閉口／排水口１ａを開口、を交
互に繰り返すことができる。
また、排水口１ａを閉口した状態において、洗面ボウルＢ内に吐水又は排水を行い、吐水
又は排水を溜めた場合、吐水又は排水の水位は上昇してゆくが、水位がオーバーフロー排
水口１６ａの下端に達すると、吐水又は排水は、ボタン部４ｃの下面からオーバーフロー
排水口１６ａ、オーバーフロー排出口１６ｂ、チューブ管１７、枝管部１３ｄを介し、継
手部材１３内部から、トラップ部Ｔを備えた排水管Ｐを介して、最終的には床下配管から
下水側に排出されるため、吐水又は排水が、槽体である洗面ボウルＢの上面から溢れるこ
とはない。
【００２１】
　次に、本発明の第三実施例について、図面を参照しつつ説明する。
図８乃至図１９に示した、本発明の第三実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載す
る、槽体を備えた排水機器である洗面台Ｓに施工される排水栓装置であって、以下に記載
する、排水口本体１、弁部材２、継手部材１３、操作部３、レリースワイヤ１１、排水管
Ｐ、等の部材から構成されてなる。
洗面台Ｓは、以下に記載する、槽体である洗面ボウルＢと、該洗面ボウルＢを載架するキ
ャビネット部Ｃと、から構成される。
洗面ボウルＢは、上方が開口した箱体形状を成す槽体であって、その底面に、後述する排
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水口本体１を取り付ける取付口Ｈ１を備えてなる。
また、槽体部分の後方の上端部分から、上方に向かって垂立する壁面であるバックガード
部Ｗを備えてなり、更に該バックガード部Ｗ上に、操作部３を取り付ける為の操作部用貫
通孔Ｈ２を備えてなる。
キャビネット部Ｃは、上記洗面ボウルＢを載架する箱体であって、上面は開放されて洗面
ボウルＢを載架するように構成されてなる。
排水口本体１は、略円筒形状の部材であって、その内部に排水口１ａを形成してなる。ま
た、その外側面上端には、周縁に沿って外周方向に突出するフランジ部１ｂを、また側面
であってフランジ部１ｂより下方に雄ネジを、それぞれ備えてなる。また、上記排水口本
体１の側面の雄ネジに螺合する雌ネジを備えた板ナット部材１ｃを備えてなる。
弁部材２は、略円盤状にして下面に環状のパッキングを備えた弁体２ａと、該弁体２ａの
下面中央から垂下された弁軸部２ｂと、から構成されてなり、該弁部材２が降下し、環状
のパッキングが排水口１ａ周縁に水密的に当接することで、排水口１ａが弁体２ａに覆わ
れて閉口する。
継手部材１３は、管体を略Ｌ字形状に屈曲させた部材であって、水平方向を向いた管体部
分の内外を貫通するようにして筒状部１３ａが形成されてなり、この筒状部１３ａの上方
の端部、即ち継手部材１３の外側にある端部がレリースワイヤ１１のアウターチューブ１
１ａ端部を接続固定する接続部１３ｂである。また、筒状部１３ａの下方の端部、即ち継
手部材１３の内側にある端部は、後述する支持部１４の方向を上方に変化させる突起部１
３ｃを備えてなる。施工完了時、継手部材１３の上流側端部は排水口１ａ部材の下流側端
部に、継手部材１３の下流側端部は排水管Ｐに、それぞれ接続される。
ロック部材１２は、ケーシング部１２ａと、該ケーシング部１２ａに進退自在に備えられ
る支持軸と、ケーシング部１２ａ内に配置され、支持軸を操作部３側に後退するように付
勢するスプリング部材（図示せず）を備えた部材であって、施工完了時、支持軸の下方側
端部に、後述する支持部１４を回動自在に接続した状態で、継手部材１３の筒状部１３ａ
内に収納配置される。
該ロック部材１２は、ケーシング部１２ａ内に備えた機構によって、施工完了時、ケーシ
ング部１２ａ内部の支持軸１２ｂの上端にインナーワイヤ１１ｂワイヤにて押し込み操作
を加える都度、支持軸１２ｂが降下した状態で固定／固定を解除し、ロック部材１２内部
のスプリング部材の作用によって支持軸１２ｂが上昇、を交互に繰り返すロック機構を備
えた部材である。尚、本実施例では、支持軸１２ｂの上端は、ロック部材１２のケーシン
グ部１２ａ内部にあり、インナーワイヤ１１ｂは、このケーシング部１２ａ内に配置され
て支持軸１２ｂ上端に押し込み操作を加える。
支持部１４は、舌状部分を備えた部材であって、施工完了時、ロック部材１２の支持軸１
２ｂの下端に回動自在に接続された上で、ロック部材１２と共に上記継手部材１３の筒状
部１３ａ内に配置される。
施工完了時、支持軸１２ｂが前進して排水口１ａ側に降下した状態では、支持部１４は排
水口１ａの中心軸方向に突出すると共に、突起部１３ｃによって先端の舌状部分が上方に
向かって回動する。逆にインナーワイヤ１１ｂが操作部３側に後退した状態では、支持部
１４はほぼその全体が筒状部１３ａの内部に収納され、先端の舌状部分も下方に向かって
回動する。
操作部３は、バックガード部Ｗの操作部用貫通孔Ｈ２に取り付けられる部材であって、以
下に記載する操作体４と、回転体１０と、出力体５と、第一のヒンジ部材８ａ及び第二の
ヒンジ部材８ｂと、スプリング部材（図示せず）と、操作部本体１５と、から構成される
。
操作体４は、遠隔操作式排水栓装置の使用者が押し操作を行うボタン部４ｃと、ボタン部
４ｃに嵌合固定される直線状の軸部４ａと、軸部４ａの端部に設けられた、後述する第一
のヒンジ部材８ａの一端にヒンジを用いた構造にて回動自在に軸着される回動部９と、か
ら構成されてなる。
ボタン部４ｃは、有底円筒形状を成す部材であって、後方は軸部４ａ端部と着脱可能に嵌
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合接続可能に構成されてなる。
出力体５は、棒状の部材であって、その上端に、後述する第二のヒンジ部材８ｂの一端に
ヒンジを用いた構造にて回動自在に軸着される回動部９を備えてなる。また出力体５の下
端は、レリースワイヤ１１のインナーワイヤ１１ｂ端部を接続することで、インナーワイ
ヤ１１ｂと一体の部材として機能するように構成されてなり、施工完了時、インナーワイ
ヤ１１ｂ端部に出力体５が接続されると、出力体５の進退（上昇／下降）に応じてインナ
ーワイヤ１１ｂも進退する（「出力体５とインナーワイヤ１１ｂが一体の部材として機能
する」とは、インナーワイヤ１１ｂが、出力体５の上昇／下降の両方の動作に追従する、
という意味である）。
回転体１０は、回転体１０の回転軸となる回転軸部１０ａと、略棒状にして第一のヒンジ
部材８ａの一端（操作体４との接続箇所とは逆側の端部）が回動自在に軸着される第一の
回転部１０ｂと、略棒状にして第二のヒンジ部材８ｂの一端（出力体５との接続箇所とは
逆側の端部）が回動自在に軸着される第二の回転部１０ｃと、からなり、回転軸部１０ａ
の一端に第一の回転部１０ｂが、回転軸部１０ａの他端に第二の回転部１０ｃが、それぞ
れ備えられてなる。第一の回転部１０ｂの中心軸と、第二の回転部１０ｃの中心軸とは、
回転体１０の回転軸方向視において１８度程度の角度を成すように構成されてなる。図１
５の図示の場合のように、ボタン部４ｃを左側に配置し、ボタン部４ｃを操作によって左
側から右側に押し込む構造の場合、第二の回転部１０ｃから右回り方向に１８度程度の角
度を成して第一の回転部１０ｂが接続固定されている。尚、ここで言う「回転部の中心軸
」とは、回転軸方向視において、第一のヒンジ部材８ａ又は第二のヒンジ部材８ｂの各ヒ
ンジの回転の中心点と、回転軸部１０ａの回転の中心点（即ち回転体１０の回転の中心点
）とを結ぶ直線を意味するものである。
第一のヒンジ部材８ａは、棒状の部材であって、その両端にそれぞれヒンジを備えてなる
。一端のヒンジは、上記操作体４の軸部４ａに回動自在に軸着されて回動部９を成し、他
端のヒンジは、第一の回転部１０ｂの端部に回動自在に軸着されてなる。
第二のヒンジ部材８ｂは、棒状の部材であって、その両端にそれぞれヒンジを備えてなる
。一端のヒンジは、上記出力体５に回動自在に軸着されて回動部９を成し、他端のヒンジ
は、第二の回転部１０ｃの端部に回動自在に軸着されてなる。
スプリング部材は操作部３内に配置されて、操作体４を手前側（図１５の左側方向）に付
勢する部材である。
操作部本体１５は、上記操作体４、出力体５、第一のヒンジ部材８ａ、第二のヒンジ部材
８ｂ、回転体１０をその内部に収納したケーシング体であって、各部材の動作を許容する
ように、内部に空間を確保してなる。
また、操作体４及び出力体５を所定の位置で所定の方向に往復運動可能なように保持して
なると共に、第一のヒンジ部材８ａ及び第二のヒンジ部材８ｂに干渉しないように、回転
体１０の回転軸部１０ａを軸支するホルダ部（図示せず）を備えてなる。
各部材の、操作部本体１５での配列について、本実施例では図１５の図示において、図面
奥側から手前側となる順番に、操作体４及び第一のヒンジ部材８ａ、第一の回転部１０ｂ
、回転軸部１０ａ及びホルダ部、第二の回転部１０ｃ、出力体５及び第二のヒンジ部材８
ｂ、となる（「及び」と記載した場合、及びの前後の二つの部材は、平面視同じ奥行位置
に配置される、図１２乃至図１４等も参照のこと）。このように配置したことで、回転体
１０が一定の方向に回転を連続させた場合でも、部材同士が回転体１０の回転動作によっ
て干渉を生じる、といったことが無いように構成されてなる。
また、図１５のように、ボタン部４ｃを左側に配置し、右側に押し操作するように配置し
た場合、回転体１０の回転軸方向視において、操作体４の進退の軸は、回転体１０の回転
の中心点よりも上方にて水平方向に進退し、出力体５の進退の軸は、回転体１０の回転の
中心点よりも右側（操作体４のボタン部４ｃとは回転体１０の回転の中心点に対し反対側
）にて垂直方向に進退するように、操作部本体１５にて構成されてなる。
このように、工場等にて、操作部本体１５として組み立てられた状態において、軸部４ａ
及び出力体５については所定の位置で所定の方向に進退、即ち往復直線運動を行うように
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構成され、また回転体１０は所定の位置でホルダ部に回動自在に軸着され、第一のヒンジ
部材８ａ、第二のヒンジ部材８ｂもそれぞれ回転体１０と操作体４又は出力体５に軸着さ
れてなる。
また、上記操作部本体１５は、バックガード部Ｗの後面に当接する鍔部１５ａを備えてな
り、この鍔部１５ａを貫通するビス部材を利用して、操作部本体１５をバックガード部Ｗ
に固定するように構成してなる。
レリースワイヤ１１は、操作体４に加えられた操作を、弁部材２側に伝達するための部材
であって、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブ１１
ａと、上記アウターチューブ１１ａ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向
に可撓性を備えたインナーワイヤ１１ｂと、インナーワイヤ１１ｂをアウターチューブ１
１ａに対し、操作部３側に付勢する戻りスプリング１１ｃと、から構成される。
また、レリースワイヤ１１の内、アウターチューブ１１ａの排水口１ａ側の端部は、施工
完了時、上記継手部材１３の接続部１３ｂに接続固定され、インナーワイヤ１１ｂの排水
口１ａ側端部は、ロック部材１２の支持部１４後端と同軸上に配置される。
排水管Ｐは、継手部材１３の下流側端部と床下配管とを接続する管体であって、その途中
部分に管体をＳ字形状に屈曲させたトラップ部Ｔを備えてなる。
【００２２】
　上記のように構成された第三実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽
体である洗面ボウルＢを備えた洗面台Ｓに施工される。尚、特に記載しないが、以下の施
工の際において、必要に応じ各部材の接続箇所は、接着又はパッキングを使用した接続等
により、水密的に接続される。
また、本実施例において、操作部本体１５は、工場などにて、その内部に操作体４、出力
体５、回転体１０、第一のヒンジ部材８ａ、第二のヒンジ部材８ｂ、スプリング部材を組
み込んだ部材として加工した上で、施工現場などに搬入されたものとする。
まず、事前に、操作部本体１５に配置された出力体５に、レリースワイヤ１１のインナー
ワイヤ１１ｂの操作部３側端部を接続した上で、アウターチューブ１１ａの操作部３側端
部を操作部本体１５に接続固定する。
次に、支持軸１２ｂの下端に支持部１４を回動自在に接続した上で、継手部材１３の筒状
部１３ａにロック部材１２を挿入し、更にレリースワイヤ１１のアウターチューブ１１ａ
の排水口１ａ側端部を接続部１３ｂに接続固定する。この時、インナーワイヤ１１ｂは、
排水口１ａ側に前進すると、支持軸１２ｂの後端に当接し、支持軸１２ｂに押し込み操作
を行うように配置される。
次に、排水口本体１を上方から取付口Ｈ１に挿通し、取付口Ｈ１の周縁上面に、排水口本
体１のフランジ部１ｂ下面を当接した上で、排水口本体１の雄ネジに板ナット部材１ｃを
螺合させて、取付口Ｈ１の周縁をフランジ部１ｂとナット部材とで挟持させて排水口本体
１を取付口Ｈ１に接続固定する。
次に、操作部本体１５のボタン部４ｃを、操作部用貫通孔Ｈ２に合致させた上で、操作部
本体１５の鍔部１５ａを、洗面台Ｓのバックガード部Ｗに、後方側から当接させ、更に鍔
部１５ａを貫通するビス部材を利用して、操作部本体１５をバックガード部Ｗに固定する
。
次に、継手部材１３の上流側端部を排水口本体１に接続し、下流側端部を、排水管Ｐを介
して床下配管に接続する。
最後に、排水口１ａに弁部材２を配置して、本発明の第三実施例の遠隔操作式排水栓装置
の施工が完了する。
【００２３】
　上記のように施工された第三実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合について、
まず操作部３の動作について説明する。
使用者が操作部３に何ら操作を加えていない状態では、図１５に示したように、操作部３
の操作体４は、回転体１０の回転軸方向視において、スプリング部材の付勢によって手前
側に引き出されてなり、これにより、第一の回転部１０ｂの中心軸と、第一のヒンジ部材
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８ａの中心軸とが一致して一直線状となる位置関係に配置されてなる。
この時、第二の回転部１０ｃは第一の回転部１０ｂとほぼ同じ方向を向いていることで、
この第二の回転体１０の端部に接続されている第二のヒンジ部材８ｂの端部がボタン部４
ｃ側、つまり回転体１０の中心軸に対して上方に移動し、それに合わせて出力体５も上昇
した状態となっている。また、出力体５は、出力体５に接続されてなるレリースワイヤ１
１の戻りスプリング１１ｃの作用によって、インナーワイヤ１１ｂからも上方に向かうよ
うに付勢されてなる。
操作部３の各部材のこのような位置関係を以下「当初の状態」と記載する。
この状態から操作部３の操作体４に押し込み操作を行うと、操作体４は奥側に進み、第一
のヒンジ部材８ａを介して第一の回転部１０ｂは奥側に付勢され、結果回転体１０は回転
軸部１０ａを中心として右回り方向に回転する。このように、操作体４の水平方向への押
し込み操作（往復運動の動作）によって、回転体１０は回転運動を行う。
回転体１０の右回転方向への回転運動により、図１６のような状態を経て、図１７に示し
たように、一時的に第二の回転部１０ｃの中心軸と、第二のヒンジ部材８ｂの中心軸とが
一致して一直線状となるような位置関係となる。この時、出力体５は最も下方に突出する
。このように、回転体１０の回転動作によって、出力体５は垂直下方へ突出する動作（往
復運動の動作）を行う。
図１７の状態から、更に、操作体４を最も押し込んだ時、回転体１０の右回転方向への回
転は進み、図１８に示したように、第一の回転部１０ｂの中心軸と、第一のヒンジ部材８
ａの中心軸とが一致して一直線状となるような位置関係、但し上記当初の状態とは、第一
の回転部１０ｂの中心軸と、第一のヒンジ部材８ａの中心軸とは逆方向となる位置関係に
て一致となる位置に配置されてなる。尚、この状態が最も操作体４を押し込んだ位置とな
るのは、この位置が第一のヒンジ部材８ａが最も後方側（図中右側）及び下方側に移動し
た位置であり、これ以上第一のヒンジ部材８ａが後方側及び下方側に移動できないことで
、必然的に操作体４もこれ以上後方側に移動できないためである。
また、上記のように、第一の回転部１０ｂと第二の回転部１０ｃとは、回転体１０の回転
軸方向視において、第一の回転部１０ｂに対し第二の回転部１０ｃが、右回り方向に１８
度程度の角度を成すように構成されてなる。このため、この図１８の状態では、第二の回
転部１０ｃは、第二の回転部１０ｃの中心軸と、第二のヒンジ部材８ｂの中心軸とが一致
して一直線状となった図１７の位置関係から、更に右回り方向に１８度だけ回転が進んだ
位置に移動してなる。
この時、出力体５は、図１７の状態よりも若干上昇した位置に移動する。
この状態から使用者がボタン部４ｃへの押し込み操作を終了させて、ボタン部４ｃへの使
用者からの押し込みの応力が失われると、操作体４はスプリング部材によって手前側（図
１５　における左側）方向へ付勢される。また、レリースワイヤ１１のインナーワイヤ１
１ｂに接続されてなる出力体５は、レリースワイヤ１１の戻りスプリング１１ｃの付勢に
よって上方に付勢される。
操作体４側のスプリング部材のみを考慮すると、図１８の状態では、第一のヒンジ部材８
ａと第一の回転部１０ｂとは直線状態にあるため、スプリング部材によって操作体４が図
中左方向に付勢され、これによって第一の回転部１０ｂを操作体４側に引きよせるような
応力が作用するものの、それだけでは、回転体１０が右周り方向と左回り方向のいずれの
方向に回動するか特定はできない。場合によっては、第一のヒンジ部材８ａと第一の回転
部１０ｂとが直線状態のまま釣り合い、回転体１０が右周り方向と左回り方向のいずれに
も回転せず静止状態となる可能性もある。
しかし、戻りスプリング１１ｃに付勢された出力体５を考慮すると、図１８の状態では、
第二の回転部１０ｃの中心軸と、第二のヒンジ部材８ｂの中心軸とが一致して一直線状と
なるような位置関係から、第二の回転部１０ｃが、右回り方向に１８度程度回転を進めた
位置関係に回転移動してなる。このため、レリースワイヤ１１の戻りスプリング１１ｃに
よって上方に向かって付勢されてなる出力体５が上昇すると、回転体１０は、第二の回転
部１０ｃの１８度程度進んだ回転を、更に進める右回り方向に更に回転する。
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このようにして、出力体５の上昇と第一の回転部１０ｂ及び第二の回転部１０ｃの構成か
ら、回転体１０は確実に右回り方向への回転を行い、スプリング部材と戻りスプリング１
１ｃの作用により、図１９の状態を経て、図１５に示した当初の状態に戻る。
以降、ボタン部４ｃに押し込み操作を加える都度、操作部３は、操作部本体１５内で回転
体１０を３６０度回転させ、その際に一度、出力体５を下方に向けて突出させる動作を行
う。また、出力体５に接続されているレリースワイヤ１１のインナーワイヤ１１ｂは、上
記出力体５の下方への突出と上昇に伴って、下方に前進し、また後退する。
このように、本実施例の操作部３は、水平方向への往復運動を行う操作体４の一回の押し
込み操作を、一定の方向、即ち、図１５における右回転となる方向に、規定された回転数
、即ち一回転だけ回転する回転体１０への動作に変換する。更に、この回転体１０の一回
の回転動作は、出力体５の、操作体４とは往復の方向が異なる垂直方向への一回の往復運
動に変換される。
【００２４】
　次に、上記操作部３を備えた遠隔操作式排水栓装置の排水口１ａの開閉の動作について
説明する。
上記のように施工された第段実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、図９に示し
たように、まず操作部３のボタン部４ｃに操作を加え、排水口１ａが閉口した状態とする
。
この時、操作部３は段落００２３の説明に記載した当初の状態である。
また、ロック部材１２の支持軸１２ｂは、ロック機構による固定を解除され、ロック部材
１２内部のスプリング部材の作用により上昇し、支持軸１２ｂに回動自在に接続されてな
る支持部１４も支持軸１２ｂと共に上昇して筒状部１３ａ内にほぼ収納されて弁部材２の
弁軸下端から離間している。このため、弁部材２は自重により降下し、弁部材２の弁体２
ａ下面が排水口１ａの周縁に水密的に当接することで、排水口１ａを閉口してなる。
この状態よりボタン部４ｃに押し込み操作を加えると、段落００２３に記載したように、
一回に押し込み操作毎に一度、出力体５が降下し、出力体５に接続されているレリースワ
イヤ１１のインナーワイヤ１１ｂが、排水口１ａ側に前進する。
これにより、インナーワイヤ１１ｂの排水口１ａ側の先端が、継手部材１３の筒状部１３
ａ内に収納されているロック部材１２の支持軸１２ｂ上端に当接して支持軸１２ｂに押し
込み操作を行うため、支持軸１２ｂが降下し、ロック機構が働いて、支持軸１２ｂを排出
口側に前進させた状態で固定する。これにより、支持軸１２ｂの下端に回動自在に接続さ
れている支持部１４が、排水口１ａ側に前進すると共に突起部１３ｃに当たって支持部１
４の先端側が上方に回動し、弁部材２の弁軸下端に当接して弁軸ごと弁部材２を押し上げ
るため、弁体２ａが排水口１ａ周縁から離間し、図１０に示したように、排水口１ａが開
口する。
尚、操作部３は使用者が操作を終了してボタン部４ｃへの応力を止めると、排水口１ａの
開口状態／閉口状態に関係なく、常に当初の状態に戻る。
槽体である洗面ボウルＢ内部に吐水又は排水があった場合、吐水又は排水は、排水口１ａ
から、排水口本体１内部、継手部材１３、トラップ部Ｔを備えた排水管Ｐを介して、最終
的には床下配管から下水側に排出される。また、トラップ部Ｔ内に排水が溜まると、トラ
ップ部Ｔ内に封水と呼ばれる排水による溜まり水が生じる。この封水が、排水の流路上に
満水部分を発生させ、この満水部分を下水側からの臭気や害虫類が逆流できないため、ト
ラップ部Ｔにより下水側からの臭気や害虫類が屋内側に侵入することを防止することがで
きる。
この排水口１ａが開口した状態より、操作部３のボタン部４ｃに再度押し込み操作を行う
と、再びインナーワイヤ１１ｂが前進し、継手部材１３の筒状部１３ａ内に収納されてい
るロック部材１２の支持軸１２ｂ上端に当接して支持軸１２ｂに押し込み操作を行うため
、ロック機構が再度機能して支持軸１２ｂの固定が解除される。これにより再び支持軸１
２ｂがロック部材１２内部のスプリング部材の作用により上昇し、支持軸１２ｂに回動自
在に接続されてなる支持部１４も支持軸１２ｂと共に上昇して筒状部１３ａ内にほぼ収納
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されて弁部材２の弁軸下端から離間して、弁部材２は自重により降下し、弁部材２の弁体
２ａ下面が排水口１ａの周縁に水密的に当接することで、図９に示した、排水口１ａを閉
口した状態に戻る。
以降、操作体４に押し込み操作を行う毎に、排水口１ａを閉口／排水口１ａを開口、を交
互に繰り返すことができる。
尚、本実施例の操作部３は、前述の通り、当初の状態の操作部３に対し、操作体４に押し
込み操作を行う都度、出力体５が下方に突出する動作を行った上で再び当初の状態に戻る
、という動作を繰り返すものであって、排水口１ａが開口している、又は閉口しているこ
とによって、操作部３が当初の状態に戻ることに何ら変化等は生じない。
【００２５】
　本発明の実施例は以上のようであるが、本発明は上記実施例に限定される物ではなく、
主旨を変更しない範囲において自由に変更が可能である。
例えば、上記実施例では、遠隔操作式排水栓装置を採用する槽体と、槽体を備えた排水機
器を、洗面ボウルＢと洗面ボウルＢを備えた洗面台Ｓとしているが、本発明は上記実施例
に限定されるものでは無く、槽体としての浴槽を備えた浴室、槽体としてのシンクを備え
た流し台等、排水口１ａを備えた槽体であれば、どのような排水機器のどのような槽体に
採用しても構わない。
【００２６】
　また、上記第二実施例では、ロック機構を備えたロック部材１２を、レリースワイヤ１
１の操作部３側端部に備えて構成してなるが、本発明は上記実施例に限定されるものでは
無く、レリースワイヤ１１の排水口１ａ側の端部となる支持部材１８に組み込むなど、操
作体４から弁部材２に至るいずれの箇所に備えても良い。
【００２７】
　また、ヒンジ部材８を用いる本発明においては、ヒンジ部材８の回動部分には、液体磁
石を利用した液体式のパッキングを用い、排水などの侵入を防ぎつつ良好な回動を確保す
るように構成しても構わない。
【符号の説明】
【００２８】
１　　　排水口本体　　　　　　　　１ａ　　排水口
１ｂ　　フランジ部　　　　　　　　１ｃ　　板ナット部材
１ｄ　　凸部　　　　　　　　　　　２　　　弁部材
２ａ　　弁体　　　　　　　　　　　２ｂ　　弁軸部
２ｃ　　被嵌合部　　　　　　　　　３　　　操作部
４　　　操作体　　　　　　　　　　４ａ　　軸部
４ｂ　　ツマミ部　　　　　　　　　４ｃ　　ボタン部
５　　　出力体　　　　　　　　　　６　　　歯車部材
７　　　ラック歯　　　　　　　　　８　　　ヒンジ部材
８ａ　　第一のヒンジ部材　　　　　８ｂ　　第二のヒンジ部材
９　　　回動部　　　　　　　　　　１０　　回転体
１０ａ　回転軸部　　　　　　　　　１０ｂ　第一の回転部
１０ｃ　第二の回転部　　　　　　　１１　　レリースワイヤ
１１ａ　アウターチューブ　　　　　１１ｂ　インナーワイヤ
１１ｃ　戻りスプリング　　　　　　１１ｄ　嵌合部
１２　　ロック部材　　　　　　　　１２ａ　ケーシング部
１２ｂ　支持軸　　　　　　　　　　１３　　継手部材
１３ａ　筒状部　　　　　　　　　　１３ｂ　接続部
１３ｃ　突起部　　　　　　　　　　１３ｄ　枝管部
１４　　支持部　　　　　　　　　　１５　　操作部本体
１５ａ　鍔部　　　　　　　　　　　１６　　オーバーフロー本体
１６ａ　オーバーフロー排水口　　　１６ｂ　オーバーフロー排出口
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１６ｃ　操作部保持部　　　　　　　１７　　チューブ管
１８　　支持部材　　　　　　　　　１８ａ　環状部
１８ｂ　弾性爪　　　　　　　　　　Ｂ　　　洗面ボウル
Ｃ　　　キャビネット部　　　　　　Ｈ１　　取付口
Ｈ２　　操作部用貫通孔　　　　　　Ｈ３　　オーバーフロー取付口
Ｐ　　　排水管　　　　　　　　　　Ｓ　　　洗面台
Ｔ　　　トラップ部　　　　　　　　Ｗ　　　バックガード部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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